
令和４年度指定管理者モニタリング結果 

１評価対象施設 

公の施設の名称 羽生勤労者総合福祉センター 

所 在 地 羽生市大字下羽生１０１４－１ 

指定管理者 
団体名 毎日興業株式会社 

所在地 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２丁目２４４−１ 

指定期間 
開始日 令和  3 年 ４月  １日 

終了日 令和  8 年 ３月 ３１日 

選定方法 公 募 評価実施年 指定期間 5 年のうち 2 年目 （5 期目） 

施設設置目的 
市民の教養、文化、体育、又はレクリエーション等、能力の開発及び向

上、その他、福祉の増進を図るため。 

おもな実施業務 
１ 施設等の維持管理に関する業務 

２ 勤労者総合福祉センターの使用許可等に関する業務 

３ 使用料の徴収等に関する業務 

４ その他市長が必要と認める業務 

２利用状況等 

１．休 館 日 ①第４週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178 号）に規定する休日が火曜日に当たるときはその翌日。 

②１２月２９日から翌年１月３日まで 

 

２．開館時間及び 

受付時間 

開館時間：午前９時から午後９時３０分まで 

受付時間：午前９時から午後５時００分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．年間利用者数 各施設利用状況（＊令和 3 年度にはワクチン接種者・関係者含む） 

施設名 
利用者数（人） 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

体育室 32,423 8,473    

大会議室 35,896 13,662    

会議室 1,536 2,709    

研修室１ 3,974 3,049    

研修室 2 2,387 2,107    

特別会議室 601 839    

合 計 ＊76,817 30,839    
 

４．使用料収入 各施設使用料収入 

施設名 
使用料収入（円） 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

体育室 438,300 657,500     

大会議室 633,520 932,860    

会議室 201,430 326,730    

研修室 1 297,980 402,800    

研修室 2 178,540 347,820    

特別会議室 113,760 121,340    

備品 9,500 29,750    

合 計 1,873,030 2,818,800    
 



５．自主事業 自主事業一覧 

№ 事 業 名 会 場 

1 うたごえ教室 研修室 2 

2 座ってもできる気功教室 研修室 1 

3 季節を描く絵手紙教室 研修室 2 

4 ロコモ予防体操 研修室 1 

5 健康卓球 体育室 

6 のびのび気功教室 体育室 

7 スポーツウエルネス吹矢 体育室 

8 大人の塗り絵教室 会議室 

9 アレックス・イングリッシュクラブ初級 特別会議室 

10 アレックス・イングリッシュクラブ中級」 特別会議室 

11 ちびっこバレーボール 体育室 

12 体にやさしい太極拳 体育室 

13 ヘルスケアーヨガ講座 体育室 

14 シェイプアップ講座 体育室 

15 ソフトヨガ 研修室 1 

16 ビューティーエクササイズ 研修室 1 

17 藍染め講座 会議室 

18 パン＆クッキー販売 事務所 
 

 



（様式２)
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自己
評価

所管
評価

施設管理 A A
A A
A A
A A

利用料金 A A
A A
A A
A A
A A

報告書提出 A A
連絡調整 S S

A A
S S
A A
A A
A A
A A
A A
A A

【１　総括】 A A

指定管理者の
自己評価

施設所管課の
自己評価

S S
A A
A A
A A
A A
A S
A A
A A
A A
A S

環境への配慮 A A
苦情等の対応 A A

A A
A A
A A
A A
A A
S S
A A

【２　総括】 A A

指定管理者の
自己評価

施設所管課の
自己評価

必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか
サービス等の内容や水準に関する評価　　（標準１９項目・本施設１９項目）
スタッフ一丸となり除草作業・清掃・館内消毒などを推進、維持管理につきましては、仕様書を遵守
し保守点検を実施しております。新たな取組みとして社会福祉法人共愛会様の自立支援事業の
パン＆クッキーの販売を開始、地域への貢献とともに施設の利便性の向上にもつなげることがで
きました。利用者様のアンケート調査で「非常に良い+良い」で99％のご指示を頂きました。

地域への貢献や利便性の向上など、様々な改善を積極的に行っている。また、羽生市の地場産
業である「藍染め」について活動を始めた。藍の葉を育てつつ、体験イベントを開催することによっ
て、羽生市の藍染振興へ協力しつつ、より施設の利用促進に取り組んでいる。清掃をはじめ、維
持管理については計画通り実施されており、軽微な修繕については、社員が迅速かつ適切に対応
し問題はない。今後もより効果的かつ効率的な施設管理を行い、更なるサービスの向上を目指し
てほしい。

省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされているか
苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか

利用者への調査 利用者満足度調査を実施し、その結果は妥当であるか
利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか

維持管理 仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか
仕様書等に従い、施設、設備の点検・管理を適切に行っているか
備品台帳により記録が適切に保管されているか
市と指定管理者の備品が明確に区別されているか

利用状況 施設の利用者数や稼働率は適正であるか
利用促進に向け、積極的に取り組んでいるか

事業の実施 事業計画書に則し、指定事業を実施しているか
施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか
各事業の参加者数は、計画どおりであるか
参加促進への取組みを積極的に実施しているか

実施体制の履行状況に関する評価　　（標準１９項目・本施設19項目  ）
協定書・仕様書・各条例を順守し、各行政及び団体と密にコミュニケーションを行い、本施設の適切な管理運
営を実施しております。今年度、施設内の事故等の発生はございません。引き続き商工課様との連携を密に
万全な施設運営を行ってまいります。

日常及び緊急時の実施体制は万全であり、適切な管理が行われている。実施体制の履行状況は問題なく良
好である。
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利用者対応 施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか
言葉遣い、態度、服装等の接遇は適切であるか

利用案内 ホームページは計画どおりに運用されているか
利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが構築されているか

個人情報保護 個人情報等の管理は適切か
個人情報保護に関する規定が整備されているか
情報漏えいを防止する仕組みや対応策が構じられているか

情報公開 情報公開に関する規定が整備されているか
協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか

記録管理 業務日誌等を適切に作成・保管しているか
点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管しているか
協定書等で定められた事業計画書・報告書等は提出しているか
市や関係団体等との連絡調整を適切に行っているか

危機管理 危機管理に関するマニュアルが整備され、定期的に訓練等を行っているか
避難経路は適切に確保されているか
事故、災害等の緊急時の連絡体制が確立されているか

１
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協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか
人員体制 仕様書等に従った人員（人数、有資格者）を配置しているか

スタッフのシフトは適正であるか
事業計画書に則した内容・頻度で教育・研修を実施したか
利用者からの料金徴収や現金管理等が適切に実施されているか

外部委託 外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており、適切か
外部委託事業者に対して協定書等を遵守させているか

指定期間 令和3年4月1日 令和8年3月31日 　　（14年目）

評価項目 評　　　　価　　　　基　　　　準

指定管理業務　総合評価表

施設名 羽生勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生）

施設所管課 経済環境部　商工課　　（内線５５６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定管理者名 毎日興業株式会社



自己
評価

所管
評価

評価項目 評　　　　価　　　　基　　　　準

A A
A A

予算執行 A A
経費節減 A A
収支状況 A A
【３　総括】 A A

指定管理者の
自己評価

施設所管課の
自己評価

A A

※評価区分※

Ｓ （優　良） ＝

Ａ （良　好） ＝

Ｂ （課題含） ＝

Ｃ （要改善） ＝

Ｓ （優　良） ＝

Ａ （良　好） ＝

Ｂ （課題含） ＝

Ｃ （要改善） ＝

Ｓ （優　良） ＝

Ａ （良　好） ＝

Ｂ （課題含） ＝

Ｃ （要改善） ＝

②【総　括】

評価基準がすべてＡ以上であり、かつＳが過半数以上である

評価基準がすべてＢ以上であり、かつＡ以上が８割以上である（上記以外）

評価基準がすべてＢ以上である（上記以外）

評価基準にＣが含まれている

③総合評価

【総括】がすべてＡ以上であり、かつＳが２つ以上である

【総括】がすべてＡ以上である（上記以外）

【総括】がすべてＢ以上である（上記以外）

【総括】にＣが含まれている
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指定管理者

本施設を管理運営するあたり、協定書・仕様書・条例などに基づいた公平かつ適切な運営管理を
徹底することができました。また、地域との連携としましては①特別支援学校埼玉県立ふじ高等学
園の課外実習の協力　（14年目）②社会福祉法人共愛会様の自立支援事業「もみの木のパン＆
クッキー販売」開始③羽生市地場産業である「藍染め」の講座とタデ藍の栽培を施設内で開始など
社会貢献や地域に根ざした施設運営を実施致しました。省エネにつきましては昨年度の体育室の
LED化に続き、小規模ですがエントランスのLED化を実施、次年度以降も計画的に適宜検討・実施
してまいります。アンケート調査で「非常に良い+良い」で99%の高い評価を頂きました、、更なる向
上に努めてまいります。また、「財政援助団体等監査」においては指摘事項が無く、高い評価を頂
きました、引き続き万全な体制を目指してまります。来年度は羽生市の広報誌を活用させて頂き、
貸館の案内・自主事業講座の案内など施設の認知度・利用率の向上に努めていまいります。

施設所管課

１～３の項目すべて良好である。指定管理者として５期目の過去１３年間で培った経験と実績を存
分に生かし、非常に良好なサービスが提供されている。新型コロナウイルス感染症の影響がある
中、清掃など感染症対策の取り組みをしっかり行っている。地域事業にも積極的に参加し、地域に
根ざした施設運営にも努めている。アンケート結果からも、市民や利用者から指定管理者への期
待は大きいものがある。令和５年度も、更なるサービスの向上を図っていただき、適切な施設運営
に努めていただきたい。

①評価基準

協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である

協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

協定書、仕様書等を遵守しているが、内容の一部に課題がある

協定書、仕様書等を遵守しているが、改善の必要な内容である

事業収支は妥当であるか
収支等に関する評価（標準５項目・本施設５項目）
経理事務・予算執行など収支関連につきましては、施設現地及び弊社本社のダブルチェック体制
を構築し確実な管理・処理を実施しました。本年度も金銭管理などのトラブルはございませんでし
た。施設利用収入は2,818,800円（前年比150％）とコロナ前の水準に戻りつつあります。また、10月
に「財政援助団体等監査」がございましたが、指摘事項も無く、高い評価を頂くことができました。

安定した経営を行っており、事業収支状況は非常に良好である。今後も、適切な経費の執行を
行ってほしい。

【４　総合評価】１～３の項目の総括による総合評価

３
 
収
支
等
の
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経理事務 指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか
専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか
収支計画書に則し、適正に予算を執行しているか
計画どおりの経費節減の取組み、またはその他の取組みを実施し、その効果があったか


